
急速な少子高齢化の進行により、年金、医療、介

護等の社会保障制度は、給付・負担の両面において

国民生活にとって大きなウエイトを占めるようにな

っている。また、公費負担の一部を担う市町村にお

いては、高齢化の進行が財政に与える影響が今後

益々大きくなる。

高齢者のための社会保障制度は、基幹的部分であ

る年金制度をはじめ、介護、福祉、医療など様々な

制度が整備されており、各制度における財政負担の

構造は非常に複雑化している。このため、高齢化の

進行により、今後、市町村の財政負担がどの程度増

加するのかをイメージすることは難しい。

国においては、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５

年（平成３７年）を視野に入れ、制度の持続可能性を

確保し、世代間・世代内の不公平を是正するなどの

ため、制度改革に取り組んでいる。しかし、平成２０

年度に施行される後期高齢者医療制度の創設など、

財政負担の全体像が一層分かりにくくなっている。

本稿では、高齢化の見通しを見た上で、市町村負

担に直結する生活保護・介護保険・老人医療につい

て、制度ごとに高齢化の進行による財政負担を推計

し、今後の府内市町村の財政に与える影響を示すこ

ととする。また、こうした制度を持続可能とするた

めの制度改革や地方負担に対する財源保障は、国が

責任を持って行うべきことではあるが、超高齢社会

を迎えるに当たって市町村がとるべき方策などにつ

いて私見を述べてみたい。

（１）全国の状況

一般的に、人口に占める６５歳以上の割合を高齢化

率という。国連などで用いられている定義では、高

齢化率が７％を超えると「高齢化社会」、１４％を超え

ると「高齢社会」、また、２１％を超えると「超高齢

社会」と呼ぶ。その“超高齢社会”の到来が間近に

迫っている。平成１７年の国勢調査（表１参照）によ

ると、全国の高齢化率は２０.１％であり、既に５人に

１人が高齢者である。今後も高齢化は急速に進むこ

ととなり、国立社会保障・人口問題研究所の将来推

計人口によると団塊の世代が後期高齢者となる２０２５

年（平成３７年）には、高齢者人口は平成１７年に比べ

約９０６万人増加し、約３,４７３万人となり、高齢化率も

２８.７％に達すると予測されている（表２参照）。我

が国の高齢化の特徴は、その速さにある。平成１８年

度版「厚生労働白書」によると、高齢化率が７％

（高齢化社会）から１４％（高齢社会）に上昇するまで

高齢化率の急速な上昇

はじめに
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自 治 の 
窓 

高齢化の進行がもたらす

市町村財政への影響

前大阪府総務部市町村課　　尾崎　　剛

表１　高齢化の状況（昭和５５年～平成１７年）
（単位：人、％）
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の所要年数（高齢化の速度）を国際比較すると、フ

ランスが１１５年、スウェーデンが８５年、比較的短い

ドイツが４０年、イギリスが４７年に対し、我が国は２４

年である。このように他国に類を見ない速さで高齢

化が進んでいる。

（２）大阪府内の状況

大阪府の高齢化率は、平成１７年の国勢調査時点で

は１８.５％と全国平均を下回っている。しかし、高齢

化のスピードは全国平均を上回っている。表１を見

ると、昭和５５年当時、７％を超えたばかりの高齢化

率が平成１２年には１４.９％となっている。この間がち

ょうど２０年であるから、国全体の所要年数２４年を上

回るペースで高齢化が進んでいる。

（１）現状

国立社会保障・人口問題研究所の「平成１６年度社

会保障給付費」によると、全国の社会保障給付費の

総額は８５兆６,４６９億円であり、部門別の割合では、年

金５３.１％、医療３１.７％、福祉その他が１５.１％となっ

ている。そのうち高齢者に係る費用が４３兆１,９２２億円

で全体の半分を超える５０.４％を占めている。

府内市町村（政令市含む。以下同じ。）の歳出総額

に占める民生費の推移を図１で表した。歳出総額は、

人件費や建設事業費の削減などにより減少傾向であ

るが、老人福祉費や生活保護費などを含む民生費は

増加しており、歳出総額に占める割合では、平成１２

年度の２５.１％から平成１７年度には３３.５％に上昇し、

この５年間で約２,３００億円増加している。

（２）府内市町村の財政負担の将来推計

高齢化の進行に伴って、府内市町村の財政負担が

どれくらい増加するのかを分析していきたい。本稿

では、市町村が実施主体となり運営している生活保

護、介護保険、老人医療の各制度に着目し、それぞ

れの制度で今後増加が見込まれる市町村負担額を推

計していくこととする。なお、推計は、後で述べる

地方財政制度の状況を踏まえ、歳出面にのみ着目し

て行っている。

①生活保護

社会保障制度の中でも、最後のセーフティネッ

トの役割を果たすのが生活保護制度である。長引

く景気の低迷や、離婚率の上昇による母子世帯の

増加など近年の社会環境により、受給世帯数は増

加の一途を辿っている。特に、大阪府においては

失業率が高いことや、低所得者層が居住する住宅

密集地域が点在しているなどの都市的要因も重な

り、生活保護率は非常に高く、また、生活保護費

は年々増加している。（図２参照）

ここでは、今後、高齢者が増加することにより

生活保護費にどのような影響を与えるのかを分析

する。

図３は、大阪府内の被保護世帯に占める高齢者

世帯の割合を年次的にグラフ化したものである。

被保護世帯数が年々増加している中で、被保護世

帯総数に占める高齢者世帯の割合が増加している。

これは、高齢化の進行と同時に核家族化が進み、

高齢者が単身もしくは高齢者夫婦のみで生活して

いるケースが増加していることの現れである。平

成１７年の国勢調査によると、６５歳以上の親族がい

る一般世帯に占める高齢者のみの世帯の割合は、

全国平均の４４.７％に対し、大阪府は５３.４％と非常

に高い。

高齢者に係る社会保障給付費
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表２　将来推計人口【全国】

図１　歳出総額に占める民生費の割合
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【推計】

今後、高齢者世帯の増加に伴い、府内市町村の

財政負担がどれくらい増加するのかを推計する。

まず、厚生労働省の平成１６年福祉行政報告例及

び平成１６年度地方財政状況調査により、高齢者世

帯に係る扶助費の一般財源額の推計を行う。扶助

費に係る一般財源総額は９４２億円であり、その内

訳は地方財政状況調査によると、医療扶助４９％、

生活扶助３４％、住宅扶助１３％、その他扶助４％で

あった。これらの扶助別費用に占める高齢者世帯

の割合を定めるに当たり、医療扶助については平

成１６年度国民医療費を参考に５１％、それ以外の扶

助については、被保護世帯の種別構成比に高齢者

世帯が占める割合である４８.５％と仮定してそれぞ

れ按分した。その結果、平成１６年度の一般財源総

額９４２億円のうち高齢者世帯に係る費用は４６８億円

となった。

次に被保護高齢者世帯の推計を行う。生活保護

世帯数の将来推計は、今後の景気の動向により大

きく左右される。しかし、高齢者世帯については、

その影響は少ないと考えた。また、高齢者世帯の

増加率を被保護高齢者世帯の増加率に適用するこ

とについても、年金収入や貯蓄の状況により影響

されるものであるが、ここではそのまま反映させ

て推計した。平成１６年度の被保護高齢者世帯は

６８,４４１世帯であり、平成１７年度については、過去

５年間の平均伸び率を参考に前年度比＋１１.５％、

７６,３１０世帯とした。それ以降の推計は、国立社会

保障・人口問題研究所の都道府県別世帯数将来推

計（平成１７年８月推計）における高齢者世帯の推

計を参考にして、毎年の伸び率を平成２２年度まで

が８.９％、平成２７年までが６.５％、平成３２年度まで

が１.４％とした。その結果、被保護高齢者世帯数

は、平成２２年度は１１６,８８０世帯、平成２７年度は

１６０,１３０世帯、平成３２年度は１７１,６６０世帯となっ

た。

ここまでの推計データを基に算出した府内市町

村の負担額の推計が図４のグラフである。平成２２

年度には７９９億円、平成２７年度には１,０９５億円、平

成３２年度には高齢者世帯の増加率と同様に増加幅

は少なくなるものの１,１７４億円にまで市町村財政

の負担が増加し、その額は１５年間で約２.２倍に達す

ると見込まれる。

②介護保険

まず、現行の介護保険制度（平成１８年度に制度

改正）における財政構造について説明する。基本

的には、公費と保険料１：１の割合で給付費全体

を負担することとなっている。保険料で賄う５０％

のうち１号被保険者（６５歳以上）が１９％、２号被

保険者（４０～６４歳）が３１％を負担することとなっ

ている。市町村（保険者）は、施設等給付費と居

宅給付費ともに全体給付費の１２.５％を負担する

（図５参照）。
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図２　民生費に占める分野別割合の推移

図３　生活保護世帯に占める高齢者世帯の割合

図４　推計結果（生活保護）
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高齢化率の上昇とともに介護給付費は増加する。

図６は、府内市町村の高齢化率と介護給付費の

１２.５％にあたる市町村（保険者）負担分の推移を

示したものである。制度発足当時の介護給付費は、

府内市町村合計で１,７８１億円であったが、高齢化

率の上昇とともに給付費は膨らみ続け、平成１７年

度には約２倍の３,５６１億円となった。これに伴い、

市町村負担額についても、２２４億円から４４５億円へ

と倍増している。なお、この負担額については、

２号被保険者（４０～６４歳）に係る負担分（過去の

平均で全体の４％）は含まれていない。

【推計】

介護給付費の将来推計について、厚生労働省は、

制度発足時約４兆円であった給付費が平成２５年頃

には１０.６兆円となるというデータを示している。

ただし、大阪府内の介護給付費などの増加率は、

厚生労働省が発表している介護保険事業状況報告

によると、平成１２年から平成１６年までに、６５歳以

上の１号被保険者の数は、全国の＋１２％に対

し＋１７.２％、要支援・要介護認定者数は、全国

の＋５９.６％に対し＋８６.５％、全体の介護費用は、

全国の＋７０.４％に対し＋９３.８％など、全国の増加

率を大幅に上回っており、将来においても、全国

平均を越える給付費の伸びが見込まれる。

介護給付費は、過去の実績から見ると１人あた

りの給付費に大きな変動はない。したがって給付

費の増加は受給者の増加によるものであり、推計

に当たっては今後の受給者の増加率に着目する必

要がある。今回の推計では、１人あたり給付費に

係る市町村負担分を基礎データとし、将来推計人

口（表３参照）における６５歳以上人口（１号被保

険者）とあわせ受給者数の増加を見込んで示すこ

ととする。

まず、平成１７年度の決算額及び受給者から受給

者１人あたりの市町村負担額を算出し、基礎デー

タとする。平成１７年度の市町村負担額４４５億円を同

年度末現在の受給者数２３６,７００人（介護給付費実態

調査月報平成１８年４月審査分）で除すると約１８８

千円となる。

次に、受給者の増加見込みであるが、平成１７年

度末の大阪府内での受給者数２３６,７００人は、平成

１７年国勢調査における老年人口の１４.５％を占めて

いる。介護保険制度がスタートして以降、制度の

浸透とともに老年人口に占めるサービス受給者の

割合は、急激に増加していた。しかし、今回の推

計では、ここ数年は増加率が鈍化していることを

踏まえ、５年ごとに２％増加すると仮定した。

平成１８年度に介護予防の推進等に係る制度改正

が行われ、今後はその効果により給付費が一定抑

制されるという試算が制度改正前に国から示され

ている。介護保険は保険者による３か年の事業計

画に基づいて行われているが、その事業計画の第

３期（平成１８～２０年度）では約８.３％、第４期

（平成２１～２３年度）では約１１.４％、第５期では
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図５
施設等給付費　　　　　　　居宅給付費

図６　府内市町村の高齢化率と負担額

表３　将来推計人口【大阪府】
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約１３.２％の抑制効果が“ある程度介護予防が進ん

だ場合”として示されている。今回の推計では、

将来推計人口の推計年度とのズレが生じるもので

あるが、平成２２年度を第４期とあわせ１１.４％、平

成２７年度および３２年度をそれぞれ１３.２％とし抑制

効果を反映させた。

ここまでの推計データを基に算出した府内市町

村負担額の推計が図７のグラフである。

平成２２年度に５２３億円、平成２７年度に６６０億円、

平成３２年度には、介護予防による給付費の抑制が

行われた場合であっても７５１億円まで増加し、その

額は１５年間で約１.７倍に達すると見込まれる。

③老人医療

厚生労働省の平成１６年国民医療費によると、６５

歳以上に係る医療費は１６兆４,０９７億円で、医療費全

体３２兆１,１１１億円（全国）の５１.１％を占めている。

その割合は年々増加しており、今後も高齢化の進

行とともに増大することは避けられない。

老人保健法に基づいて市町村が運営する老人医

療制度については、各医療保険者からの拠出金と

公費負担によって運営されている。医療費の増加

とともに、市町村負担分に係る一般会計からの繰

入は年々増加している（図８参照）。平成１４年度の

医療制度改革により、老人医療の対象年齢が７０歳

から７５歳へと段階的に引き上げられている（平成

１４年１０月以降、対象年齢を毎年１歳ずつ引き上げ

平成１９年１０月に完了（現在は７４歳以上が対象））。

同時に若年層の負担を軽減する観点から、医療保

険者による拠出割合が７割から５割に下げられ、

逆に公費負担の割合が３割から５割に引き上げら

れたことも、市町村負担の増加の大きな要因とな

っている。

【推計】

老人医療費の将来推計については、後期高齢者

医療制度の対象となる後期高齢者（７５歳以上）を

対象として推計した。この制度は、都道府県単位

で全市町村が加入する広域連合を設立して運営す

ることとされており、大阪府においても平成１９年

１月に広域連合が設立されたところである。市町

村の財政負担は、給付費総額の定率市町村負担分

である８％と低所得者等の保険料軽減分を公費で

補填する保険基盤安定制度への負担がある。今回

の推計は、現段階で保険基盤安定制度の負担分に

係る推計が困難であるため、今後の大阪府におけ

る老人医療費に対して負担する定率負担分８％の

額のみを算出することとした。平成１７年度地方財

政状況調査によると、大阪府内の老人医療給付費

は約６,６７４億円となっている。同年度の老人医療制

度対象者である７３歳以上人口（平成１７年国勢調査）

をもとに、１人あたりの年間給付費を８２４千円と

し基礎データとした。１人あたりの給付費は、厚

生労働省が発表した「社会保障の給付と負担の見

通し（平成１８年５月）」によれば、毎年３.２％の増

加が見込まれている。その増加要因を加味した１

人あたりの給付費に、後期高齢者の将来推計人口

（表３参照）を乗じて８％相当額を推計したものが

図９のグラフである。

平成２２年度に６２７億円、平成２７年度に８９９億円、

平成３２年度には１,２４７億円まで増加し、その額は

１５年間で約２.６倍に達すると見込まれる。
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図７　推計結果（介護保険）

図８　府内市町村の高齢化率と繰入金（老人医療費）
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④生活保護・介護保険・老人医療に係る財政負担

の将来推計

生活保護・介護保険・老人医療の各制度につい

て、高齢者の増加に伴う市町村財政負担の将来推

計を示したのが図１０のグラフである。

今後１５年で１,４４２億円から３,１７２億円へと１,７３０

億円、約２.２倍の市町村負担の増加が見込まれる

結果となった。なお、今回の推計には、前期高齢

者（６５～７４歳）に係る国民健康保険財政からの負

担や介護保険制度以外の福祉サービスが含まれて

いない。このため、実際には１,７３０億円以上の財

政負担の増加が予想されるものである。

高齢化の進行に伴って、高齢者に係る市町村負担

額は益々増加する。生活保護・介護保険・老人医療

など、国の基準付けが強い事務は、基準財政需要額

に算入され、市町村負担分について、地方交付税に

よる財源保障が行われている。しかし、これらの社

会保障経費が年々増加していく一方で、地方財政計

画においては、歳出規模の圧縮が進められており、

今回の推計で示した２.２倍に増加する経費への財源保

障が将来的に維持されるのか極めて不安なところで

ある。したがって、超高齢社会の到来は、市町村に

とって今以上の厳しい財政運営を強いられることが

予想される。将来の持続可能な財政運営を目指すた

めには、今後増加する財政負担を見込み、受給者数

や給付費の抑制などの取組は勿論のこと、将来を見

据えた独自施策の展開が必要である。ここでは、市

町村がとるべき方策についていくつかの提案を行い

たい。

（１）給付費の抑制に向けた取組

受給基準の改正など、国による制度改革が行われ

ない限り、受給者数や給付費は、高齢化の進行とと

もに増加する。今後、市町村には、給付費に係る財

政負担を軽減するため、受給者に対する給付の適正

化と、受給者の出現を抑制していくことが求められ

る。これらを実現するため、制度に応じて幅広い取

組が必要である。

①生活保護

生活保護制度で給付の適正化を進めるには、就

労支援を行うことにより、制度からの自立・脱却

を促すことが重要である。しかし、被保護世帯の

うち就労可能な世帯の割合は、全国平均で２割に

満たないと言われている。特に、高齢者世帯に対

しての就労支援は、非常に困難なことと考えられ

る。ハローワークやシルバー人材センターなどと

緊密な連携を図ることにより、身体的に就労が可

能で、就労意欲のある高齢者に対しては、積極的

な就労支援を行う必要がある。これらは、収入額

の増加による保護費の抑制とあわせて、医療扶助

や介護扶助の抑制に繋がるものである。

また、今回の推計で示したとおり、今後、被保

護高齢者世帯は、高齢化の進行とともに増加する

ため、超高齢社会における生活保護制度は、市町

村が制度上で行う給付の適正化だけでは、制度・

財政両方の面において将来的に持続させることが

困難と予想される。このため、国による抜本的な

制度改正を求める必要があり、全国知事会および

超高齢社会に向けてのとるべき方策
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図９　推計結果（老人医療）

図１０ 高齢化による市町村財政負担の推計
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全国市長会は、学識経験者や地方自治体の実務者

で構成する「新たなセーフティネット検討会」を

設置し、昨年１０月に新たなセーフティネットの提

案を取りまとめた。この中で、高齢者のための新

たな生活保護制度が提案されている。支給に際し

て所得や資産調査を行い、原則その資産を保護費

に充当することや、基本的に金銭給付に徹するこ

と、ケアは既存の高齢者政策等の見守りで対応し、

ケースワーカーは原則配置しないことなどの具体

的な提案が行われている。

②介護保険

今後の介護保険の給付費を抑制するためには、

介護予防施策の推進が重要となる。介護予防には、

①要介護状態の者がそれ以上悪化しない又は回復

させるための予防と、②若年層からの取組により

要介護状態にさせない予防がある。①の予防は、

平成１８年度から介護保険制度に取り入れられてい

る。これに加えて市町村は、受給者出現の抑制を

目指して、若年世代からの介護予防施策を実施す

ることが重要である。例えば、４０歳以上を対象に

様々な運動を取り入れた介護予防教室を実施して

いる市町村もあるが、これらは長期的に見て、給

付費の抑制効果が期待できる。給付費の抑制を怠

れば、介護保険料の増加に繋がり、収納率の低下

を招く恐れもある。１号被保険者の保険料は、現

在、府内平均で月額４,５８５円となっており、全国平

均の月額４,０９０円を大きく上回っている。また、２

号被保険者の保険料は、今年度、全国平均で月額

２,０００円を超える見通しとなっている。２号被保険

者の保険料は、健康保険料と合わせて徴収するた

め、市町村は、介護保険料負担の増加が、収納率

の低下など国民健康保険財政に影響を与えること

にも留意しなければならない。これらのことを踏

まえ、給付費の抑制へ向けた介護予防施策の推進

が極めて重要である。

③老人医療

平成１６年度老人医療事業年報によると、１人あ

たりの老人医療費は、大阪府は９１２,８２５円と全国

平均（７８０,２０６円）に比べ非常に高い。大阪府は、

入院外の医療費が高く、受診率や１件あたりの日

数も全国と比べると非常に高い。これは、身近な

ところに病院・診療所があり受診しやすいといっ

た要因が考えられる。一方で平均寿命は全国平均

を下回っており、今後は、どのようにして「健康

寿命」を伸ばしていくかが老人医療費の抑制に繋

がる。老人医療費を分析すると、高齢者就業率が

高い長野県では１人あたりの老人医療費が全国で

最も低く、就業率の低い大阪府や福岡県、北海道

などは医療費が非常に高い水準であることから、

少なからず相関関係があるとされている。このた

め、壮年期からの生活習慣病対策の推進などの施

策とあわせ、高齢者就業率を向上させるための雇

用施策の充実などの取組が重要である。

（２）高齢者施策の転換と団塊の世代への期待

高齢者施策についての財政負担は、今回取り上げ

た介護保険制度など、国による義務付けがあるもの

以外に、国庫補助対象事業や、市町村の単独事業に

係るものがある。これらの財政負担についても、高

齢化の進行に伴って増加するものであり、特に、財

源保障のない単独事業については、負担の増加が市

町村財政に直接影響を及ぼすことを踏まえ、これま

で行ってきたサービスの必要性を判断することが重

要である。

また、給付や助成を行う際の基準についても検討

の余地はある。例えば、一定年齢を超えた高齢者を

一律に対象とするのではなく、所得要件などを付す

ることにより、低所得者など真にサービスが必要な

高齢者のための制度として重点化を図るべきである。

超高齢社会の到来は、行政の役割自体を考え直す

時である。市町村にとっては、職員の大量退職を間

近に控え、退職手当の支払いが財政運営に与える影

響も懸念されているが、行政のスリム化を進める上

で良い機会と捉えるべきである。今後、退職を迎え

る団塊の世代の活躍の場が、職場から地域へ移ると

き、地域における役割に期待が持てる。現在、行政

が主体となり行っている業務に、今後、地域住民の

中心となる団塊の世代が参加することで、地域との

協働が図られていくことが期待できる。その活躍の

場は、子育て支援や生涯学習、地域防犯・防災など
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様々な分野で考えられる。例えば、介護予防を推進

するため、地域で中心的な役割を担ってもらうのも

一つである。今後は、業務全般においてその可能性

を模索し、住民参画の推進を図ることが重要である。

本稿では、歳出面だけを述べてきたが、高齢化の

進行は同時に生産年齢人口の減少をもたらし、税収

面での影響も避けられない。社会保障関連経費が増

加する一方で住民の担税力が低下し、税収が減少す

ることも財政運営において意識しなければならない。

また、今後の地方税財政改革の行方は、市町村財

政において大きく影響を受けることが予想される。

平成１９年度与党税制改正大綱においては、今後の高

齢化の進行による年金・医療・介護等の社会保障給

付費用の見通し等を踏まえ、消費税を含む税体系の

抜本的な改革の必要性も示されるなど、市町村財政

を取り巻く環境は、大きく変わるものと予想される。

これらを踏まえ、超高齢社会を迎えるに当たり、市

町村財政に求められるのは、将来的に増加する財政

負担への長期的な展望と、今後の制度改革への対応、

それに加えて、何より重要なのは持続可能な財政運

営を目指すことである。

おわりに
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